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  このパンフレットは、以下の営業許可を持つ営業者の方を対象に作成しています 

・食品の冷凍又は冷蔵業    ・ソース類製造業   

・缶詰又は瓶詰食品製造業    

この営業許可は、食品衛生法改正により営業許可または営業届出の対象になります。 

新たな営業許可・届出の対象となります！ 

業種別 手続案内  

食品衛生法が改正され、令和３年６月1日から新たに「営業許可制度」及び 

「営業届出制度」が始まります。営業の内容によって許可の切り替え手続きが 

必要になる場合がありますので、資料をご確認ください。 

  

 【【法改正後     になる施設】 

1. 今の許可はどうなるの？ 

 ・営業許可証の期限満了まで有効 

  です。 
 

2．法改正後はどうなるの？ 

 ・営業許可の期限までに手続きが必要です。 
 

3．どんな手続きをすればいいの？ 

 ・許可期限の満了日までに手続き 

     してください。     

許可申請 

食品衛生申請等システムを用いて、パソコンやスマートフォン等のオンライン上で 

手続きの一部ができます。【資料】別紙「食品衛生申請等システムの利用方法」 

※ご自身の施設が法改正後      と    のどちらに該当するかは 

 裏面以降をご参照ください。 

許可申請 届出 

R3(2021)年 

6月1日 

現在の許可 

（例：ソース類製造業） 

手続きは不要（例：調味料製造・加工業） 

許可 

【今後の流れ】 

   

【【法改正後    になる施設】 

1. 今の許可はどうなるの？ 

 許可の期限にかかわらず、令和３年５月 

     31 日で現在の許可は満了になります。 
 

2．法改正後はどうなるの？ 

 営業届出の対象になります。 
 

3．どんな手続きをすればいいの？ 

 令和３年5月31日時点で許可の 

 ある施設は、手続き不要です。   

（令和3年6月1日付けで届出したものとみなします）    

許可申請 

届出 

届出 

許可期限の満了前に手続きが必要 

● 手続きの方法 

改正後 改正前 



現在の許可業種 改正後の許可業種 

食品の冷凍又は冷蔵業 

缶詰又は瓶詰食品 

製造業 
密封包装食品製造業 

※ 

複合型冷凍食品製造業 

冷凍食品製造業 
※ HACCPに基づく衛生管理 

    の実施を前提として菓 

 子・麺類・水産製品（魚肉 

 練り製品を除く）の冷凍品 

 の製造、食肉の処理に当 

 たって追加の許可不要 

届出 

ソース類製造業 密封包装食品製造業 

冷蔵流通するもの、はちみつ、酢 

届出 

届出 冷凍・冷蔵倉庫業 

Point 

【既に営業を廃業している場合】 

 「廃止届」を令和3年5月31日までに保健所に提出してください 

※ 廃止届提出の際は、現在の営業許可証を添付してください。 

熊本市保健所食品保健課 熊本市中央区大江5丁目1-1ウェルパルくまもと4階  

  TEL:096-364-3188 mail:shokuhinhoken@city.kumamoto.lg.jp  

POINT 法改正後に許可や届出に変わる業種をチェック！ 

手洗い設備は手指で触れることなく開閉できる蛇口が必要です! 

  例：レバー式の蛇口 

   足踏みペダル式の蛇口 

   センサー式の蛇口 等 

※施設調査までに手洗い設備の確認、変更をお願いします 

× →〇 

許可申請 

【 】 

申請情報登録 

【窓口】 

申請手数料支払 

【オンライン】 

アカウント取得 
施設調査 

【窓口】 

許可証交付 

の流れ 

POINT 施設基準も改正されます 

施設基準 変更点のポイント 

Point 

mailto:shokuhinhoken@city.kumamoto.lg.jp


許可申請 は保健所窓口で申請手数料の支払いが必要です 

POINT 法改正後に許可や届出に変わる業種をチェック！ 




